
＊＊２０１６年１０月作成（第１版） 届出番号 ： ３８Ｂ１Ｘ１０００１０００００２

　 ＊２００６年２月１日作成（第２版）

再使用禁止

 【禁忌・禁止】 【保管方法及び有効期間等】

   再使用禁止  <保管方法>

　本品を保管するときは、次の事項に注意すること｡

【形状・構造及び原理等】 ・ 水濡れ、高温多湿及び直射日光を避けて保管すること。

＜形状・構造＞ ・ 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所を避けて保管する

　・本品は、不織布製のドレープである。使用部位や手術手技に応じて、 こと。

　・寸法、形状、開窓部の有無等が異なる。また、粘着テープを有したも  <有効期間>

　・のもある。 　本品の包装に記載されている有効期限［自己認証による］までに

＜滅菌方法＞ 　使用すること。

　・エチレンオキサイドガス滅菌

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

【使用目的又は効果】  <製造販売業者及び製造業者>

　手術室やカテーテル処置室の汚染（器具やテーブルの上）から外科 　株式会社 ララ

　切開部位や術野を隔離するために、保護的なカバー又は障壁として

　用いる。 〔販売業者（問い合わせ窓口）〕

　株式会社竹虎

【使用方法等】   ＵＲＬ  http://taketora-web.com/

　１．本品を包装袋外側と接触しないように取り出す。   フリーダイヤル ０１２０－０９４－３１５

　２．本品で患者身体の適切な部位を覆う。

　３．手技が完了したら本品を外し廃棄する。

【使用上の注意】

 <重要な基本的注意>

　１） 開封後、直ちに使用すること。使用しなかった場合は、廃棄する

こと。

　２） 粘着材を使用している製品については、個人差により皮膚刺激性

が発生する場合がある｡患者の皮膚に異常が認められた場合は、

直ちに使用を中止し、適切な処置を施すこと。

 <その他の注意>

　１） 高熱を発する医療機器、火気等に接触させないこと。

　２） 本品を医療従事者以外が使用する場合は、必ず医療従事者の

指導、指示を受けること。

医０４　整形用品

一般医療機器　 単回使用汎用サージカルドレープ　 ３５５３１０００

ディスポドレープ
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